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社会学研究所 ＿＿＿研究員入所希望届 

 

 

大東文化大学 社会学研究所の、（専任・兼担・兼任・客員）研究員となることを希望します。 

 

なお入所にあたり、社会学研究所規程第 12 条に定める以下の４項目を遵守いたします。 

１．本学が定める大東文化大学研究者の行動規範その他の諸規則を遵守すること。 

２．規程その他この研究所が定める諸規則に遵い、自らの調査研究活動を推進すること。 

３．この研究所が実施する研究会等その他事業に協力すること。 

４．毎年度、自己の調査研究業績を所長へ報告すること。 
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お名前                

 


